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津山市教育相談センター鶴山塾の活動

４年ぶりのスキー体験！

 新型コロナウイルス感染症の影響により中止していた冬の体験活動を４年ぶりに再開しました。
 ２月３日（金）、鏡野町の恩原高原スキー場には前週の大雪により十分な積雪量があり、参加
した子どもたちは、最高のコンディションのもとで、インストラクターに教わりながら、初めて
のスキーに挑戦しました。
 上手な子はリフトに乗って初級・中級コースに挑戦したり、少し苦手な子は緩やかなところで
練習したりと、それぞれ個々のペースに合わせて活動を進め、終わるころには最初に比べてずい
ぶん上達できた子もいました。
 体験活動を終えた子どもたちは、それぞれ「楽しかった」ととても良い表情を見せてくれまし
た。初めてのことにチャレンジできたという経験が、子どもたちの大きな自信になったようです。
このような活動を通じ、子どもたちがこれからの人生をたくましく、しっかりと歩める力を身に
つけられるよう、引き続き取組を進めていきます。 

餅つき  

 昨年12月16日（金）に
は３年ぶりの餅つき体験を
実施しました。子どもたち
は、杵の持ち方やお餅の丸
め方を職員に教えてもらい、
自分でついたお餅をお雑煮
やずんだ餅など色々な味に
して楽しみました。
 鶴山塾では、こうした伝
統食や季節の行事も大切に
し、子どもたちに体験の機
会を提供していきたいと考
えています。
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冬の体験活動について

アイススケート  

 ４年ぶりにアイススケー
トにも行くことができまし
た。2月17日（金）に公共
バスを利用してアイスラン
ド津山を訪れました。
 初めての子も、手すりに
つかまりながら頑張ってリ
ンクを１周することができ
ました。また、疲れた子を
そりに乗せて押してあげる
など、子ども同士で仲良く
助け合っている姿が印象的
でした。
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 津山市では、向学心を持ちながらも経済的な理由によって就学が困難な方
に対して、無利子で奨学金の貸与を行っています。ぜひご利用ください。
 令和５年度から新たに進学される方のほか、現在高校や大学等に通ってい
る方も応募することができます。詳しくはお問い合わせください。

　　　無利子で借りる！

　奨学金申込受付　4月1４日（金）まで

１ 奨学金の種類と対象・金額 

 
２ 応募資格  
 
 
 
 

３ 審査の結果   令和５年５月中旬までに、申し込んだ方に結果を通知します

４ 返還のしかた  卒業の６ヵ月後から毎月貸与月額の半額ずつを無利子で毎月返還いただきます。

５ 返還額の減免制度 
 「津山市奨学金」の場合、奨学金を返還する期間に津山市に住所を置き、津山圏域（津山市、奈義
町、勝央町、鏡野町、久米南町、美咲町）の事業所に就業しているという条件を満たせば、返還額の
３分の１の減免が受けられます。

６ 申込の方法  ･･･ 詳しくはお問い合わせください！ 
 申込期間中に、必要書類を次世代育成課へ持参してください。 
  ※必要書式は次世代育成課窓口にて配布します。支所・出張所等での対応は致しかねます。 

【その他】  
     ・奨学金は、３か月分をまとめて、５月、８月、１１月、２月に指定口座に振込みます。 
   ・津山市奨学金と磯野計記念奨学金の併願は可能ですが、併給はしません。 
   ・その他の奨学金との併給は可能です。  

奨学金制度 貸与の対象者 定員 貸与月額 

津山市奨学金 
★返還減免制度あり 

１　高校生 
※高校または高専（１から３年生まで）に進学・在学する人 
※通信制の課程は除く 

3名 14,000円 

２　大学生等 
※大学、大学院、短大、高専（４・５年生、専攻科のみ）、専
修学校専門課程、高等学校専攻科に進学・在学する人 
※通信による教育を行う学部及び研究科は除く 

7名 30,000円 

磯野計記念奨学金 大学生 
※高校（通信制課程除く）を卒業し、大学・大学院・短大に

進学した人　　※通信制大学等は除く 
若干名 40,000円 

①本人または学資等の負担者が本市に住所を有すること
②品行方正で学業優秀と認められること
③経済的理由により就学が困難と認められること
④奨学金の返還が確実であり、奨学金の返還に必要な資力を有する保証人＊を有すること
 ＊連帯保証人と保証人が各1名必要です。連帯保証人は父母兄姉等、保証人は本人や連帯保
  証人とは独立した生計を営み、原則として奨学生として採用される時点で65歳未満の人

【お問い合わせ・提出先】
　　〒708-8501　津山市山北５２０　津山市役所 本庁舎　２階

　津山市教育委員会　次世代育成課　　℡（０８６８）３２－２００９

２

下記の奨学金制度もあります。詳しくは各団体にお問い合わせください。
●日本学生支援機構奨学金　　　

　https://www.jasso.go.jp/shogakukin/index.html
●岡山県育英会

　http://www.okayama-ikueikai.jimusho.jp/index.html


